
令和元年５月３０日 

〇規則 

小田原市自転車競走競技規則の一部を改正する規則 

 



 

小田原市自転車競走競技規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 元 年 ５ 月３０日 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

小田原市規則第 １ 号 

   小田原市自転車競走競技規則の一部を改正する規則 

小田原市自転車競走競技規則（昭和３７年小田原市規則第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第５５条の２第１号中「後に、適正な走行により再び競走選手の先頭に出ることが困

難と認められる」を削る。 

第５８条中「標識線」を「バック・ストレッチ・ライン」に改める。 

第７０条第１項第２号中「及び第１７条から第１９条まで」を「、第１７条から第 

１９条まで及び第５８条」に改め、同条第２項中「、第５８条」を削る。 

附 則 

 この規則は、令和元年６月１７日から施行する。 


